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94.01 腰掛け（寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第
94.02項のものを除く。）及びその部分品

9401.10 000 － 航空機に使用する種類の腰掛け NO KG
9401.20 000 － 自動車に使用する種類の腰掛け NO KG
9401.30 000 － 回転腰掛け（高さを調節することができるものに限る。） NO KG
9401.40 000 － 腰掛け（寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭園用又はキャンプ装

具用のものを除く。）
NO KG

－ とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け
9401.51 000 －－ 竹製又はとう製のもの NO KG
9401.59 000 －－ その他のもの NO KG

－ その他の腰掛け（木製フレームのものに限る。）
9401.61 000 －－ アップホルスターのもの NO KG
9401.69 000 －－ その他のもの NO KG

－ その他の腰掛け（金属製フレームのものに限る。）
9401.71 000 －－ アップホルスターのもの NO KG
9401.79 000 －－ その他のもの NO KG
9401.80 000 － その他の腰掛け NO KG
9401.90 000 － 部分品 KG
94.02 医療用又は獣医用の備付品（例えば、手術台、検査台、病院用機構付きベッド及び歯科

用いす）及び理髪用いすその他これに類するいすで回転し、傾斜し、かつ、上下するた
めの機構を有するもの並びにこれらの部分品

9402.10 － 歯科用又は理髪用のいすその他これに類するいす及びこれらの部分品
100 －－ 歯科用のいす KG
900 －－ その他のもの KG

9402.90 000 － その他のもの KG
94.03 その他の家具及びその部分品
9403.10 000 － 事務所において使用する種類の金属製家具 KG
9403.20 － その他の金属製家具

100 －－ 鉄鋼製のもの KG
900 －－ その他の卑金属製のもの KG

9403.30 000 － 事務所において使用する種類の木製家具 NO KG
9403.40 000 － 台所において使用する種類の木製家具 NO KG
9403.50 000 － 寝室において使用する種類の木製家具 NO KG
9403.60 000 － その他の木製家具 NO KG
9403.70 000 － プラスチック製家具 KG

－ その他の材料（とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。）製の家具
9403.81 000 －－ 竹製又はとう製のもの KG
9403.89 000 －－ その他のもの KG
9403.90 000 － 部分品 KG
94.04 寝具その他これに類する物品（例えば、マットレス、布団、羽根布団、クッション、プフ及

びまくら。スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及びセ
ルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、被覆してあるかないか
を問わない。）及びマットレスサポート

9404.10 000 － マットレスサポート NO KG
－ マットレス

9404.21 000 －－ セルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のもの（被覆してあるかないかを問わ
ない。）

NO KG

9404.29 000 －－ その他の材料製のもの NO KG
9404.30 000 － 寝袋 NO KG
9404.90 000 － その他のもの KG
94.05 ランプその他の照明器具及びその部分品（サーチライト及びスポットライトを含むものと

し、他の項に該当するものを除く。）並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発
光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品（他の項に該当するも
のを除く。）

9405.10 000 － シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式照明器具（公共の広場又は街
路の照明に使用する種類のものを除く。）

KG

9405.20 000 － 卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式ランプ KG
9405.30 000 － クリスマスツリーに使用する種類の照明セット DZ KG
9405.40 － 電気式のランプその他の照明器具（他の号に該当するものを除く。）

－－ 卑金属製のもの
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210 －－－ フィラメント電球用の器具 NO KG
220 －－－ 蛍光放電灯用の器具 NO KG
290 －－－ その他のもの KG
900 －－ その他のもの KG

9405.50 000 － 非電気式のランプその他の照明器具 KG
9405.60 000 － イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品 KG

－ 部分品
9405.91 000 －－ ガラス製のもの KG
9405.92 000 －－ プラスチック製のもの KG
9405.99 000 －－ その他のもの KG
94.06
9406.00 000 プレハブ建築物 KG
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